
区民委員会報告資料 

令和３年１２月７日 

報告事項件名 頁 

１ 令和３年度足立区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定審査会の結果及び認定 

企業の決定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

２ 梅田八丁目複合施設基本構想（案）の策定及び今後のスケジュールについて・・４ 

（地域のちから推進部）



区 民 委 員 会 報 告 資 料

令和３年１２月７日

件 名 
令和３年度足立区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定審査会の結

果及び認定企業の決定について  

所 管 部 課 名 地域のちから推進部 多様性社会推進課 

内 容 

令和３年度足立区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定審査会にて、

認定企業を決定したため、以下のとおり報告する。 

１ 審 査 会 

  日 時：令和３年１１月５日（金） 

足立区役所南館１２階会議室 

審査委員：地域のちから推進部長、産業経済部長、衛生部長

オブザーバー：足立労働基準監督署副署長

北千住パブリック法律事務所 弁護士

東京都社会保険労務士会 足立・荒川支部社会保険労務士

  認定企業数：１３社 

（新規１２社及び分野別変更申請１社） 

  認定期間：令和３年１２月１日～令和６年１１月３０日 

（認定期間は３年間） 

  認定企業総数：１１２社 

※ 目標達成率は重点プロジェクト事業成果指標に基づく。

２ 認 定 式 

日 時：令和３年１２月７日（火）午後４時００分から 

場 所：足立区役所南館８階 特別応接室 

内 容：区長による認定証の交付、記念撮影等 
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３ 令和３年度認定企業一覧（認定レベル別５０音順） 

※ 分野変更とは

既に認定済の分野におけるマスター認定（分野別の全項目の条件を満

たすもの）への変更のことをいう。 

４ 認定企業業種別内訳（令和３年度認定分含む） 

医療福祉 建設 施設管理 製造 販売 
サービス

・その他
計 

★★★ 20 11 8 6 5 28 78 

★★ 3 2 2 0 0 3 10 

★ 5 6 1 8 1 3 24 

計 28 19 11 14 6 34 112 

申請内容 企業名 業種 認定レベル 

1 新規 株式会社エム・ワイ・カンパニー 施設管理 ★★★

2 新規 
シチズンカスタマーサービス 

株式会社 
製造業 ★★★

3 新規 ジャパンフィルター株式会社 製造業 ★★★

4 新規 光管財株式会社 施設管理 ★★★

5 新規 

社会福祉法人ひふみ会 

障がい福祉サービス事業所 

東光 

医療福祉 ★★★

6 新規 株式会社コムネットシステム サービスその他 ★★ 

7 新規 有限会社アウトソー 医療福祉 ★ 

8 新規 株式会社アクト 施設管理 ★ 

9 新規 アヤベ製菓株式会社 製造業 ★ 

10 新規 株式会社享屋 製造業 ★ 

11 新規 同和金属工業株式会社 製造業 ★ 

12 新規 株式会社ヨシモリ サービスその他 ★ 

13 分野変更※ 足立成和信用金庫 金融業 ★★★

問 題 点 

今 後 の 方 針 

ワーク・ライフ・バランス推進に関する周知を行いつつ、ヒアリング

内容や認定期間更新方法など課題を整理し、引き続き認定企業の拡大を

図る。 

（単位：社） 
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区 民 委 員 会 報 告 資 料 

令和３年１２月７日 

件 名 
梅田八丁目複合施設基本構想（案）の策定及び今後のスケジュール 

について 

所管部課名 

地域のちから推進部 生涯学習支援室 中央図書館 

地域のちから推進部 住区推進課 

政策経営部 あだち未来支援室 協働・協創推進課 

内 容 

都営梅田八丁目アパート創出用地に整備予定の梅田八丁目複合施設の

基本構想（案）について報告する。 

１ 梅田八丁目複合施設の整備概要 

梅田図書館・子育てサロン関原・ＮＰＯ活動支援センターを移転・

合築する複合施設として整備する。 

２ 基本構想の目的 

（１）移転・整備する図書館について、本来の図書館機能の充実を図り

つつ、子どもを中心とする新たな機能を付加するため。 

（２）各施設の機能の連携を図り、複合施設としての相乗効果を生み出

すため。 

３ 梅田八丁目複合施設基本構想（案） 

合築する３施設の現状や課題、整備に向けた基本的な考え方を整理

し、複合施設の目指す姿を定めた。 

詳細は、別添資料１のとおり。 

４ 今後のスケジュール（予定） 

（１）令和４年２月まで 基本構想（案）について区民の意見聴取を

実施 

（２）令和４年３月 基本構想及び基本計画の策定 

（３）令和４年度 都から創出用地を取得 

（４）令和５～６年度 基本設計及び実施設計 

（５）令和７～８年度 建築工事 

（６）令和９年度 施設開館 

問 題 点 

今後の方針 

基本構想（案）で定めた複合施設の目指す姿を具現化するため、区民

の意見を聴き取りながら、基本計画にて複合施設の具体的な整備計画

や管理運営方針を定めていく。 
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